
 

平成 19 年 3 月 5 日 

 

株式会社三菱 UFJ フィナンシャル･グループ 

株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行 
 

株式会社三菱東京 UFJ 銀行によるカブドットコム証券株式会社に対する 

公開買付けの開始について 
 

 

 株式会社三菱UFJフィナンシャル･グループ（取締役社長 畔柳
くろやなぎ

 信雄
の ぶ お

、以下「MUFG」といいま

す。）の子会社である株式会社三菱東京UFJ銀行（頭取 畔柳 信雄、以下「当行」又は「公開買付

者」といいます。）は、本日（平成 19 年 3 月 5 日）開催の取締役会において、カブドットコム証

券株式会社（以下「カブドットコム証券」又は「対象者」といいます。）の株式を公開買付け（以

下「本公開買付け」といいます。）により取得することを決議しました。 
 

記 

 

1. 買付け等の目的 
 

当行は、平成 18 年 1 月に株式会社東京三菱銀行と株式会社 UFJ 銀行との合併により誕生した銀

行です。当行の親会社である MUFG は、その傘下に普通銀行・信託銀行・証券会社をはじめ、ト

ップクラスのカード会社・消費者金融会社・資産運用会社・リース会社・米国銀行を擁し、これ

らの企業に代表される約 300 社によって構成される企業集団（以下「MUFG グループ」といいま

す。）として、世界屈指の総合金融グループの創造を目指しています。当行は、MUFG グループ

の中核として「お客さま本位」や「質の充実」を追求し、より付加価値の高いサービスの提供に

尽力しております。なかでもリテール分野は今後も高い成長性が見込まれる収益ドライバーと位

置づけられ、グループ内外との連携強化による収益力向上と多様なサービスの提供を進めており

ます。当行は、以下に記載する目的で、カブドットコム証券の株式 94,000 株の取得を目指し、本

公開買付けを実施することといたしました。 

 

 カブドットコム証券は、平成 11 年 11 月にイー・サンワ株式会社として設立、同年 12 月イー・

ウイング証券株式会社と商号変更、平成 12 年 4 月オンライン専業証券会社として営業を開始いた

しました。その後、平成 13 年 4 月に日本オンライン証券株式会社と合併、商号を現社名のカブド

ットコム証券株式会社に変更、平成 18 年 1 月に、Me ネット証券株式会社と合併して現在に至り

ます。カブドットコム証券は、主にインターネットによるオンライン証券取引サービスを提供す

る証券会社であり、有価証券売買の委託の媒介、取次、有価証券の募集及び売出しの取扱い、並

びに信用取引サービス等の業務を行っており、システムサービスの内製化により蓄積された IT 技

術を活かした商品・サービスで同業他社との差異化を図っています。 
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 当行は、平成 18 年 9 月 30 日時点において、発行済株式総数の 16.39%を保有するカブドットコ

ム証券の第 2 位の大株主で、カブドットコム証券は、当行の持分法適用関連会社に該当します。

また、MUFG グループ全体でカブドットコム証券株式の合計 30.85%（三菱 UFJ 証券株式会社

10.62%、三菱 UFJ 信託銀行株式会社 1.41%、MUFG 1.02%、三菱 UFJ 投信株式会社 0.92%、UFJ

ニコス株式会社 0.46%）を保有し、カブドットコム証券は、MUFG の持分法適用関連会社でもあ

ります。カブドットコム証券は、業務面でも当行との間における証券仲介業等、MUFG グループ

各社と各種の業務提携を行い、相互に連携・協力し、総合的な金融サービスの提供を行っている

関係にあり、普通預金口座の開設やクレジットカードの勧誘･取次ぎなどを目的とする銀行代理業

務についても、近く当行と業務委託契約を締結する予定であるなど、MUFG グループの総合力を

活かした営業基盤の拡大とサービスの強化を進めております。 

 

近年、本邦では急速に進む少子高齢化を背景にして、老後への備えの重要性に対する社会的認

識が高まり、個人の金融行動において「貯蓄から投資へ」の大きな流れが進んでいます。制度面

では、証券取引法の改正により今夏にも「金融商品取引法」が施行される見通しとなっており、

新たな業態横断型の共通ルールのもとで、従来の業態の枠を超えて投資サービスの総合力を競い

合う時代を迎えつつあります。 

 こうした社会の変化に伴い、金融機関に対して「資産形成へのサポート」「老後の備えへのサ

ポート」を期待するお客さまの声も高まっており、そのニーズに対して、それぞれのお客さまに

最適なサービスを提供し、将来設計に貢献することが金融機関としての重要な役割となってきて

おります。 

一方、インターネットを通じて金融取引を行う個人のお客さまは、銀行、証券会社とも飛躍的

に増加しており、インターネットによる優れた金融サービスの提供が、今後、リテール分野にお

ける成長を図っていく上で、不可欠であると考えられます。なかでも、証券取引においては、個

人の株式取引におけるインターネット経由の取引の割合が、約 8 割を占めるまでになっており、

オンライン証券業務の重要性が急速に高まっております。 

 

 当行は、こうした現状を踏まえ、今般、当行とカブドットコム証券の双方の企業価値をより一

層高める目的で、①カブドットコム証券を MUFG グループにおける総合ネット金融サービス実現

の中核として位置づけ、個人投資家の多様化・高度化するニーズに対応して充実した総合金融サ

ービスを提供するため、リテール金融分野においてより一層の業務提携を進めていくこと、その

推進に向けて、さらに強固な資本関係・人的関係を築くべく、②当行によるカブドットコム証券

の株式取得を通じて、平成 19 年 6 月に開催が予定されるカブドットコム証券の定時株主総会まで

に、MUFG 及びその子会社が保有するカブドットコム証券の普通株式に係る議決権の合計の、カ

ブドットコム証券の総株主の議決権に占める保有比率（以下「MUFG 保有比率」といいます。）

を、40%強を目指して引き上げること、また、③当該定時株主総会において、MUFG 又は公開買

付者を含む MUFG の子会社の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらで

あった者で対象者の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、

カブドットコム証券の取締役の過半数を占めることを実現する方針を固め、本公開買付けの友好

的な実施を、平成 19 年 3 月 5 日開催の取締役会において決議いたしました。カブドットコム証券
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との間でも、上記の方針を確認する内容の合意に至っております。なお、以上の合意内容を実現

することによって、カブドットコム証券は MUFG の連結子会社となります。 

 

本公開買付けにおける買付価格である 1 株当たり 240,000 円は、過去の発行者以外の者による

株券等の公開買付けにおいて市場価格に付与されたプレミアムの実例を踏まえ、フィナンシャ

ル・アドバイザーである三菱 UFJ 証券株式会社（以下「三菱 UFJ 証券」といいます。）及び野村

證券株式会社（以下「野村證券」といいます。）より提出された「株式価値評価書」を参考にし

て検討を進めるとともに、本公開買付けの見通し等を勘案した結果、当行が決定したものです。

本公開買付けにおける買付価格 240,000 円は、平成 19 年 3 月 1 日までの過去 3 ヶ月間の株式会社

東京証券取引所市場第 1 部におけるカブドットコム証券株式の終値の単純平均値 199,034 円に対

して約 20.6%のプレミアムを加えた金額になります。 

 

カブドットコム証券は、株式会社東京証券取引所市場第 1 部に上場しておりますが、本公開買

付けにおける買付予定数には 94,000 株という上限が設定されていますので、本公開買付け後も引

き続き上場は維持される予定です。 

 

なお、本公開買付けにおける買付予定数には下限は設定されませんが、応募株券の総数が 94,000

株に至らなかった場合には、当行は、カブドットコム証券を MUFG の連結子会社とする目的を達

成するため、本公開買付け後、平成 19 年 6 月に開催が予定されるカブドットコム証券の定時株主

総会までに、市場買付け等を実施することによって当該目的達成に要する数のカブドットコム証

券株式を取得する予定です。また、当行は、本公開買付け後に、当行以外の MUFG グループ各社

で保有するカブドットコム証券株式を、法令の定めに従い、公開買付けによらずに取得する可能

性があります。 

 

本公開買付けにつきましては、平成 19 年 3 月 5 日開催のカブドットコム証券の取締役会におい

て、カブドットコム証券の独立性が高いと考えられる社外取締役 3 名により組織された特別委員

会から提出された意見を最大限尊重して、同社の企業価値や株主共同の利益の確保等の観点から

慎重に審議した結果、賛同する旨の決議が全会一致でなされております。なお、当行の常務執行

役員を兼務する松本直樹取締役は特別の利害関係を有する取締役に準じる者として当該決議に参

加しておりません。対象者であるカブドットコム証券は、本公開買付けの公開買付代理人の復代

理を務めることになりますが、その業務の遂行に当たっては、公正な意見表明を行うための組織

体制を整えるとともに、本公開買付けにかかわる応募の受付、株券の保管、買付け等の代金の支

払い等の判断を要しない業務に限り受任することとされています。 
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2. 買付け等の概要 
 (1) 対象者の概要 

① 商号 カブドットコム証券株式会社 

② 事業内容 証券業 

③ 設立年月日 平成 11 年 11 月 19 日 

④ 本店所在地 東京都中央区新川一丁目 28 番 25 号 

⑤ 代表者の役職・氏名 取締役兼代表執行役社長 齋藤 正勝 

⑥ 資本金 7,164 百万円（平成 18 年 9 月 30 日現在） 

⑦ 大株主及び持株比率 

（平成 18年 9月 30日現在） 

伊藤忠商事株式会社 

株式会社三菱東京 UFJ 銀行 

三菱 UFJ 証券株式会社 

伊藤忠ファイナンス株式会社 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 

バンクオブニューヨークジーシーエムクライアン

トアカウンツイーアイエスジー 

（常任代理人 株式会社三菱東京 UFJ 銀行） 

東短ホールディングス株式会社 

資産管理サービス信託銀行株式会社（信託 B 口） 

三菱 UFJ 信託銀行株式会社 

17.48%

16.39%

10.62%

4.64% 

4.24% 

2.85% 

1.82% 

 

 

1.60% 

1.58% 

1.41% 

資 本 関 係 公開買付者は、平成 18 年 9 月 30 日現在、対象

者の発行済株式総数の 16.39%を保有しており

ます。また公開買付者の親会社である MUFG

は、MUFG グループ全体で対象者の発行済株

式総数の 30.85%を保有しております。 

人 的 関 係 対象者の取締役のうち、松本直樹氏は公開買付

者の常務執行役員を兼務しており、山下公央氏

は公開買付者の出身者であります。また、平成

19 年 3 月 5 日現在、公開買付者より対象者へ 2

名、対象者より公開買付者へ 1 名、それぞれ職

員を出向させております。 

⑧ 買付者と対象者の関

係等 

 

取 引 関 係 対象者は公開買付者との間で預金取引を行っ

ているほか、平成 15 年度に劣後借入、平成 17

年度に短期借入の各取引を行っております。 

また、公開買付者は、対象者と証券仲介業務に

関する業務委託契約を締結しております。 

なお、対象者は、近く公開買付者と普通預金口

座の開設やクレジットカードの勧誘･取次ぎな
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どを目的とした銀行代理業等業務委託契約を

締結する予定です。 

関連当事者へ

の該当状況 

対象者は、公開買付者の持分法適用関連会社で

す。また、対象者は公開買付者の親会社である

MUFG の持分法適用関連会社です。 

 

 (2) 買付け等の期間 

   ① 届出当初の買付け等の期間 

   平成 19 年 3 月 20 日（火曜日）から平成 19 年 4 月 18 日（水曜日）まで（21 営業日） 

② 対象者の請求に基づく延長の可能性 

証券取引法（以下「法」といいます。）第 27 条の 10 第 3 項の規定により、公開買付

対象者から公開買付期間の延長を請求する旨の記載がされた意見表明報告書が提出さ

れた場合は、買付け等の期間は 30 営業日、公開買付期間は平成 19 年 5 月 2 日（水曜

日）までとなります。 

  

(3) 買付け等の価格 1 株につき、240,000 円 

  

(4) 買付け等の価格の算定根拠等 

   ① 算定の基礎 

本公開買付けにおける買付価格である１株当たり 240,000 円は、フィナンシャル･アド

バイザーである三菱 UFJ 証券及び野村證券が作成した株式価値評価書を参考に決定い

たしました。 

三菱 UFJ 証券は、DDM（Dividend Discount Model）法、市場株価平均法、類似会社比

較法の各評価手法を用いて対象者の株式価値評価を行いました。 

同社の株式価値評価書によりますと、DDM 法では 184,992 円から 252,470 円、市場株

価平均法では 199,034 円から 209,789 円、類似会社比較法では 155,338 円から 229,641

円のレンジが対象者の株式価値の評価結果と算定されました。 

野村證券は、DDM 分析や類似会社比較分析、市場株価分析の各手法を用いて対象者

の株式価値評価を行いました。 

同社の株式価値評価書によりますと、DDM 分析では 157,045 円から 342,758 円、類似

会社比較分析では 146,216 円から 244,259 円、市場株価分析では 199,034 円から 209,789

円のレンジが対象者の株式価値の評価結果と算定されました。なお、同社の DDM 分

析、類似会社比較分析では、将来の相場等の見通しにつき、複数のシナリオについて

検討を行っております。また、同社は過去の類似した公開買付け事例において買付価

格に対して付与されたプレミアムの水準についても分析を行っております。 

公開買付者は、本公開買付けにおける買付価格の決定に際して、過去の発行者以外の

者による株券等の公開買付け事例において市場価格に付与されたプレミアムの実例を

踏まえ、各株式価値評価書の評価結果を勘案して検討を進めました。さらに、本公開
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買付けの見通し等を勘案した結果、最終的に本公開買付けにおける買付価格を 240,000

円と決定いたしました。 

なお、本公開買付けにおける買付価格は、平成 19 年 3 月 1 日までの過去 3 ヶ月間の株

式会社東京証券取引所市場第 1 部における対象者株式の終値の単純平均値 199,034 円

に対して約 20.6%のプレミアムを加えた金額になります。 

   ② 算定の経緯 

公開買付者は、本公開買付けにおける買付価格を決定するにあたり、三菱 UFJ 証券及

び野村證券からそれぞれ平成 19 年 3 月 2 日付で、対象者の株式価値に関する株式価値

評価書を取得しております。 

三菱 UFJ 証券は、DDM 法や市場株価平均法、類似会社比較法の各評価手法を用いて

対象者の株式価値評価を行いました。 

同社の株式価値評価書によりますと、DDM 法では 184,992 円から 252,470 円、市場株

価平均法では 199,034 円から 209,789 円、類似会社比較法では 155,338 円から 229,641

円のレンジが対象者の株式価値の評価結果として示されていました。 

一方、野村證券は、DDM 分析や類似会社比較分析、市場株価分析の各手法を用いて

対象者の株式価値評価を行いました。なお、DDM 分析、類似会社比較分析では、将

来の相場等の見通しにつき、複数のシナリオについて検討を行っております。また、

同社は過去の類似した公開買付け事例において買付価格に対して付与されたプレミア

ムの水準についても分析を行っております。 

同社の株式価値評価書によりますと、DDM 分析では 157,045 円から 342,758 円、類似

会社比較分析では 146,216 円から 244,259 円、市場株価分析では 199,034 円から 209,789

円のレンジが対象者の株式価値の評価結果として示されていました。 

公開買付者は、本公開買付けにおける買付価格の決定に際して、過去の発行者以外の

者による株券等の公開買付け事例において市場株価に付与されたプレミアムの実例を

踏まえ、各株式価値評価書の評価結果を勘案して検討を進めました。さらに、本公開

買付けの見通し等を勘案した結果、平成 19 年 3 月 5 日開催の取締役会において、本公

開買付けにおける買付価格を 1 株当たり 240,000 円とすることを決定いたしました。 

③ 算定機関との関係 

三菱 UFJ 証券は、公開買付者の親会社である MUFG の子会社であり、公開買付者の関

連当事者に該当します。 

     野村證券は、公開買付者の関連当事者には該当しません。 

 

(5) 買付予定の株券等の数 

株券等種類 ①株式に換算した買付予定数 ②株式に換算した超過予定数 

普通株式 94,000 株 － 株 

合 計 94,000 株 － 株 
（注 1）応募株券等の総数が買付予定数（94,000 株）に満たないときは、応募株券等の全部の買付けを

行います。応募株券等の総数が買付予定数（94,000 株）を超えるときは、その超える部分の全
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部又は一部の買付けを行わないものとし、法第 27 条の 13 第 5 項及び発行者以外の者による株

券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（以下「府令」といいます。）第 32 条に規定する

あん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。 
（注 2）対象者が保有する自己株式については、本公開買付けを通じて取得する予定はありません。 
（注 3）端株については、本公開買付けの対象となりません。 

 

 (6) 買付け等による株券等所有割合の異動 

買付け等前における公開買付者の 

所有株券等に係る議決権の数 
159,320 個

（買付け等前における 

株券等所有割合 16.39%）

買付け等前における特別関係者の 

所有株券等に係る議決権の数 
14,500 個

（買付け等前における 

株券等所有割合 1.49%）

買 付 予 定 の 株 券 等 に 係 る 

議 決 権 の 数 
94,000 個

（買付け等後における 

株券等所有割合 26.07%）

対象者の総株主の議決権の数 971,503 個  

（注 1）対象者の総株主の議決権の数は、対象者が平成 18 年 12 月 21 日に提出した第 8 期中半期報告

書に記載された平成 18 年 9 月 30 日現在の総株主の議決権の数です。 
（注 2）特別関係者の所有株券等に係る議決権の数は、平成 19 年 3 月 5 日現在公開買付者が把握して

いる分を記載しております。 
（注 3）対象者は平成 15 年 11 月 27 日開催の臨時株主総会及び平成 17 年 6 月 25 日開催の定時株主総

会において、旧商法に基づく新株予約権の発行を決議しています。このうち、平成 18 年 10 月

１日以降公開買付期間末日までに権利行使により発行等した又は発行等する可能性のある株

式に係る議決権は最大 9,090 個あり、新株予約権の権利行使により株式の発行等がある場合に

は、上記「対象者の総株主の議決権の数」が増加し、その結果、表に記載した各所有割合より

実際の所有割合が下回ることとなります。 
 

(7) 買付代金 22,560 百万円 

 

(8) 決済の方法 

① 買付け等の決済をする証券会社・銀行等の名称及び本店の所在地 

三菱 UFJ 証券株式会社    東京都千代田区丸の内二丁目 4 番 1 号 

カブドットコム証券株式会社 東京都中央区新川一丁目 28 番 25 号 

② 決済の開始日 

平成 19 年 4 月 26 日（木曜日） 
（注）法第 27 条の 10 第 3 項の規定により、対象者から公開買付期間の延長を請求する旨の記載が

された意見表明報告書が提出された場合には、決済の開始日は平成 19 年 5 月 14 日（月曜日）

となります。 

③  決済の方法 

公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等に関する通知書を応募株主

等（外国人株主の場合はその常任代理人）の住所宛に郵送します。なお、復代理人経

由で応募した場合の通知書は、カブドットコム証券株式会社のホームページ

（http://www.kabu.com/）に記載される方法によるオンライン上の手続（以下「オンラ
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イン手続」といいます。）により交付されます。 

  買付けは、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等の

指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人又は復代理人から応募株主

等の指定した場所へ送金します。 

  

(9) その他買付け等の条件及び方法 

① 法第 27 条の 13 第 4 項各号に掲げる条件の有無及び内容 

応募株券等の総数が買付予定数（94,000 株）に満たないときは、応募株券等の全部の

買付けを行います。応募株券等の総数が買付予定数（94,000 株）を超えるときは、そ

の超える部分の全部又は一部の買付けを行わないものとし、法第 27 条の 13 第 5 項及

び府令第 32 条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しそ

の他の決済を行います。 

あん分比例の方式による計算の結果生じる 1 株未満の株数を四捨五入して計算した各 

応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数に満たない場合は、買付予定数以上に

なるまで、四捨五入の結果切捨てられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主

等につき 1 株（追加して 1 株の買付けを行うと応募株数を超える場合は応募株数まで

の数）の応募株券等の買付けを行います。ただし、切捨てられた株数の等しい複数の

応募株主等全員からこの方法により買付けを行うと買付予定数を超えることとなる場

合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付け

を行う株主等を決定します。 

あん分比例の方式による計算の結果生じる 1 株未満の株数を四捨五入して計算した各

応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数を超える場合は、買付予定数を下回ら

ない数まで、四捨五入の結果切上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株

主等につき買付株数を 1 株（あん分比例の方式により計算される買付株数に 1 株未満

の株数の部分がある場合は当該 1 株未満の株数）減少させるものとします。ただし、

切上げられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付株数を減少

させると買付予定数を下回ることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、

当該応募株主等の中から抽選により買付株数を減少させる株主等を決定します。 

② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法 

証券取引法施行令（以下「令」といいます。）第 14 条第 1 項第 1 号イ乃至リ及びヲ乃

至ソ、第 2 号、第 3 号イ乃至チ、第 5 号並びに同条第 2 項第 3 号乃至第 6 号に定める

事項のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。 

撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。

ただし、当該公告を公開買付期間末日までに行うことが困難である場合には、府令第

20 条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。 

③ 買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法 

法第 27 条の 6 第 1 項第 1 号の規定により、公開買付期間中に対象者が令第 13 条第 1

項に定める行為を行った場合には、府令第 19 条第 1 項の規定に定める基準に従い、買
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付け等の価格の引下げを行うことがあります。買付け等の価格の引下げを行おうとす

る場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載いたします。ただし、公開

買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第 20 条に規定する方法

により公表し、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当

該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付け

を行います。 

④ 応募株主等の契約の解除権についての事項 

応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除す

ることができます。契約の解除をされる場合は、公開買付期間末日の 16 時 00 分まで

に応募受付をした公開買付代理人の本店又は全国各支店に解除書面（公開買付応募申

込の受付票及び公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面）を交付又は送付して下

さい。ただし、送付の場合は、解除書面が公開買付期間末日の 16 時 00 分までに到達

することを条件とします。復代理人経由で応募をした場合には、オンライン手続によ

り公開買付期間末日の 16 時 00 分までに解除手続を行って下さい。詳しくはカブドッ

トコム証券株式会社のホームページをご参照ください（http://www.kabu.com/）。 

  なお、公開買付者は応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償

又は違約金の支払いを応募株主等に請求することはありません。また、保管した応募

株券等の返還に要する費用も公開買付者の負担とします。解除を申し出られた場合に

は、応募株券等は手続終了後速やかに返還します。 

⑤ 買付条件等の変更をした場合の開示の方法 

公開買付者は、公開買付け期間中、法第 27条の 6第 1項により禁止される場合を除き、

買付条件等の変更を行うことがあります。この場合は、その変更の内容等につき電子

公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、当該公告を公開買付期間

末日までに行うことが困難である場合には、府令第 20 条に規定する方法により公表し、

その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われ

た日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付けを行います。 

⑥ 訂正届出書を提出した場合の開示の方法 

公開買付者が訂正届出書を関東財務局長に提出した場合は、直ちに、訂正届出書に記

載した内容のうち公開買付開始公告に記載した内容に係るものを、府令第 20 条に規定

する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開

買付説明書を交付している応募株主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付し

て訂正します。ただし、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正し

た事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付する

ことにより訂正します。 

⑦ 公開買付けの結果の開示の方法 

本公開買付けの結果については、公開買付期間末日の翌日に、令第 9 条の 4 及び府令

第 30 条の 2 に規定する方法により公表します。 
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⑧ その他 

本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われる

ものではなく、また米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段（電

話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、こ

れらに限りません。）を使用して行われるものではなく、さらに米国内の証券取引所

施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施

設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。 

また、公開買付届出書又は関連する買付書類は米国内において若しくは米国に向けて、

又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かか

る送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開

買付けへの応募はお受けしません。 

本公開買付けの応募に際し、応募株主等（外国人株主の場合は常任代理人）は公開買

付代理人又は復代理人に対し、以下の旨の表明及び保証を行うことを求められること

があります。応募株主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれに

おいても、米国に所在していないこと。本公開買付けに関するいかなる情報（その写

しを含みます。）も、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて、又

は米国内から、これを受領したり送付したりしていないこと。買付け若しくは公開買

付応募申込書の署名交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商

若しくは国際通商の方法・手段（電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、イ

ンターネット通信を含みますが、これらに限りません。）又は米国内の証券取引所施

設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行

動する者でないこと（当該他の者が買付けに関する全ての指示を米国外から与えてい

る場合を除きます。）。 

 

(10) 公開買付開始公告日 

平成 19 年 3 月 20 日（火曜日） 

 

(11) 公開買付代理人 

三菱 UFJ 証券株式会社 

カブドットコム証券株式会社（復代理人） 
（注 1）カブドットコム証券株式会社による応募の受付及び契約の解除は、オンライン手続により行い

ます。 
（注 2）外国人株主の方は、三菱 UFJ 証券株式会社で応募の受付を行います。 
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3.   その他 
 (1) 公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容 

① 本公開買付けについては、平成 19 年 3 月 5 日開催の対象者の取締役会において、本公

開買付けに賛同することを全会一致で決議しております。なお、公開買付者の常務執行

役員を兼務する松本直樹取締役は特別の利害関係を有する取締役に準じる者として当

該決議に参加しておりません。 

② 公開買付者は、対象者との間で、以下の事項について合意しております。 

 ⅰ. 公開買付者及び対象者は、対象者を、MUFG グループにおける総合ネット金融サービ

ス実現の中核として位置づけ、個人投資家の多様化・高度化するニーズに対応して充

実した総合金融サービスを提供するため、リテール金融分野においてより一層の業務

提携を進めていくこと。 

ⅱ. 本公開買付けを通じて、平成 19 年 6 月に開催が予定される対象者の定時株主総会まで

に、MUFG 保有比率を、40%強を目指して引き上げること。 

ⅲ. 当該定時株主総会において、MUFG 又は公開買付者を含む MUFG の子会社の役員、業

務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で対象者の財務及

び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が対象者の取締役

の過半数を占めること。 

ⅳ. MUFG 保有比率が 50%を超える結果となる対象者の発行済普通株式を公開買付者が取

得する場合、公開買付者は、かかる取得について対象者との間で事前に協議すること。 

 

(2) 投資者が買付け等への応募の是非を判断するために必要と判断されるその他の情報 

本公開買付けの対象者であるカブドットコム証券株式会社は、本公開買付けの公開買付復 

代理人を務め、本公開買付けにかかわる応募の受付、株券の保管、買付け等の代金の支払

い等の判断を要しない業務に限り受任することとされています。 

 

 

以 上  
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このプレスリリースは、公開買付けを一般に公表するための記者発表文であり、売付けの勧誘を目的として作
成されたものではありません。売付けの申込みをされる際は、必ず当行が作成する公開買付説明書をご覧頂
いた上で、株主ご自身の判断で申込みを行って下さい。このプレスリリースは、有価証券に係る売却の申込
み若しくは勧誘、購入申込みの勧誘に該当する、又はその一部を構成するものではなく、このプレスリリース
（若しくはその一部）又はその配布の事実が当該公開買付けに係るいかなる契約の根拠となることもなく、ま
た、契約締結に際してこれらに依拠することはできないものとします。本公開買付けは、直接間接を問わず、
米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵便その他の州際通商若しくは
国際通商の方法・手段（電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これら
に限りません。）を使用して行われるものではなく、さらに米国内の証券取引所施設を通じて行われるものでも
ありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募するこ
とはできません。 
また、本公開買付けに係るプレスリリース又はその他の関連書類はいずれも、米国内において若しくは米国
に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は
配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けしませ
ん。米国の居住者に対しては、また、米国内においては、有価証券又はその他同等物の買受けの勧誘は行
っておらず、米国の居住者が、また、米国内から、当行に対してこれらを送ってきたとしてもお受けしません。
国又は地域によっては、このプレスリリースの発表、発行又は配布に法律上の制限が課されている場合があり
ます。かかる場合はそれらの制限に留意し、遵守して下さい。本公開買付けの実施が違法となる国又は地域
においては、仮にこのプレスリリースが受領されても、本公開買付けに関する株券の買付け等の申込み又は
売付け等の申込みの勧誘をしたことにはならず、単に情報としての資料配布とみなされるものとします。 

 

 12


